
岩手県社会福祉協議会児童福祉施設協議会 Facebook 運用指針 

 

  社会福祉法人岩手県社会福祉協議会児童福祉施設協議会（以下、「児童協」）では、児童

福祉施設への理解や関心を高めるとともに、人材確保の促進に資することを目的とした

Facebook 情報発信を行うに当たり、次のとおり運用方針を定めます。 

 

１ 著作権 

  本ページに掲載している全ての情報（記事、写真等）に関する著作権は、児童協又は原

著作者に帰属します。 

  本ページ掲載記事に対する「いいね！」及び「シェア機能」については、自由に使用し

ていただくことができます。ただし、「無断転載を禁じます」等の注記がある場合には、

この限りではありません。 

 

２ 禁止事項 

  閲覧者とのより良い関係を維持するため、以下の行為は禁止します。なお、閲覧者によ

る行為が以下のいずれかに該当する場合、コメントの削除やアカウントのブロックをす

る場合があります。 

 (1)  個人情報を児童協の許諾なく特定、開示又は漏えいするもの 

 (2) 児童協又は第三者の名誉や信用を傷つけたり、誹謗中傷したりするもの 

 (3) 児童協又は第三者の著作物、肖像権又は知的財産権を侵害するもの 

 (4) 特定の個人や団体の利益に資するもの又はその広告や宣伝を目的とするもの 

 (5) 政治又は宗教の活動を目的とするもの 

 (6) 虚偽、事実と異なる内容又は単なる噂やそれを助長させるもの 

 (7) 法令や公序良俗に反するもの 

 (8) Facebook 株式会社が定める規定に反するもの 

 (9) その他児童協が不適切であると判断するもの 

 

３ 免責事項 

 (1) 閲覧者が本ページの情報を用いて行う一切の行為について、児童協は何ら責任を負

うものではありません。 

 (2) 閲覧者が本ページを利用したこと、又は利用できなかったことによって生じるいか

なる損害について、児童協は一切責任を負いません。 

 (3) 本ページに関連して閲覧者間又は閲覧者と第三者間でトラブル・紛争等が発生した

場合において、児童協は一切責任を負いません。 

 (4) 上記のほか、本ページに関連して生じたいかなる損害についても、児童協は一切の

責任を負いません。 

 

４ その他 

  この運用指針は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

附則 

 この運用指針は、平成 29 年 6 月 20 日から施行します。 


